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4 2020（令和2年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 4月30日

　民法（債権法）の改正が一部の規定を除き
4月1日から施行されます。主なものとしては、
業種ごとに異なる短期の時効を廃止し原則5
年（ケースにより10年）に、法定利率を年3％
に引き下げ、個人が事業用融資の保証人にな
る場合、公証人により保証意思を確認する手
続の新設などです。

ワンポイント 改正債権法の施行

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日

日 月 火 水 木 金 土

桜

	・	
	 5	

12	

19	

26	

	・	
	 6	

13	

20	

27	

	・	
	 7	

14	

21	

28	

	1	

	8	

15	

22	

29	

	2	

	9	

16	

23	

30	

	3	

10	

17	

24	

・	

	 4	

11	

18	

25	

	・



4月号─2

　

日
本
の
大
学
等
に
お
け
る
イ
ン
タ

ー
ン
シ
ッ
プ
は
、「
学
生
が
在
学
中

に
自
ら
の
専
攻
、
将
来
の
キ
ャ
リ
ア

に
関
連
し
た
就
業
体
験
を
行
う
こ

と
」
と
し
て
幅
広
く
捉
え
ら
れ
て
い

ま
す
（
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・

経
済
産
業
省
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

の
推
進
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え

方
」
よ
り
）。

　

今
回
は
、
企
業
に
お
け
る
イ
ン
タ

ー
ン
シ
ッ
プ
の
導
入
や
活
用
、
留
意

点
を
ご
説
明
し
ま
す
。

一
　
意
義
と
類
型

　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
は
、
学
生
を

送
り
出
す
大
学
等
、
こ
れ
を
体
験
す

る
学
生
、
学
生
を
受
け
入
れ
る
企
業

等
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
様
々
な
意
義

を
有
す
る
も
の
で
す
。

①　

大
学
等
及
び
学
生
に
と
っ
て
の

意
義

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
・
専
門
教
育

・
教
育
内
容
・
方
法
の
改
善
・
充
実

・
高
い
職
業
意
識
の
育
成

・
自
主
性
・
独
創
性
の
あ
る
人
材
の

育
成

②　

企
業
等
に
お
け
る
意
義

・
実
践
的
な
人
材
の
育
成

・
大
学
等
の
教
育
へ
の
産
業
界
等
の

ニ
ー
ズ
の
反
映

・
企
業
等
に
対
す
る
理
解
の
促
進
、

魅
力
発
信

　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
類
型
に

は
、
体
験
を
中
心
と
し
、
数
日
か
ら

数
週
間
か
け
て
行
わ
れ
る
も
の
や
、

実
践
を
中
心
と
し
、
数
週
間
か
ら
数

か
月
か
け
て
行
わ
れ
る
も
の
な
ど

様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

二
　
導
入
と
活
用

　

導
入
や
活
用
の
ポ
イ
ン
ト
を
五
つ

の
ス
テ
ッ
プ
に
分
け
説
明
し
ま
す
。

㈠　

導
入
に
向
け
た
事
前
準
備

①　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
設
計

　

ま
ず
は
、
会
社
の
現
状
の
課
題
を

解
決
し
、
将
来
、
会
社
が
実
現
し
た

い
姿
を
達
成
す
る
た
め
に
挑
戦
し
た

い
こ
と
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え

て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

イ
ン
タ
ー
ン
生
と
一
緒
に
取
り
組

む
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
概
要
を
決
定
し
た

後
は
、
取
り
組
む
「
目
的
」、「
目
標
」

と
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
ス
テ
ッ

プ
を
作
り
ま
す
。
仕
事
に
お
け
る
成

功
体
験
を
持
っ
て
い
な
い
学
生
が
、

自
信
を
持
ち
前
進
で
き
る
よ
う
、
小

さ
な
成
功
体
験
を
積
み
重
ね
て
い
け

る
ス
テ
ッ
プ
作
り
が
重
要
で
す
。

②　

受
入
れ
体
制
の
整
備
と
確
認

・
会
社
と
イ
ン
タ
ー
ン
生
の
報
告
、

連
絡
、
相
談
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
方
法
（
日
・
月
報
、
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
な
ど
）
を
決
定
し
ま
す
。

・
業
務
指
導
者
、
相
談
役
（
メ
ン
タ

ー
）
を
決
め
ま
す
。

・
環
境
整
備
（
活
動
支
援
金
・
交
通

費
、机
、P
C
、メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、

名
刺
、
保
険
等
）
を
進
め
ま
す
。

③　

受
け
入
れ
る
際
の
心
得
八
か
条

（
経
済
産
業
省
「
イ
ン
タ
ー
ン
シ

ッ
プ
活
用
ガ
イ
ド
」
よ
り
）

・
信
頼
関
係
を
築
く
、
築
き
続
け
る

・
採
用
し
た
学
生
を
信
じ
、
担
当
者

が
責
任
を
持
つ

・
W
i
n

－

W
i
n
の
関
係
で

・
ル
ー
ル
を
は
じ
め
に
伝
え
る

・
最
初
の
一
ヵ
月
が
勝
負

・
仕
事
の
指
示
は
明
確
に

・
学
生
の
変
化
に
気
づ
き
評
価
す
る

・
成
功
体
験
を
積
み
重
ね
る

㈡　

募
集
と
選
考

①　

募
集

　

イ
ン
タ
ー
ン
で
は
一
定
期
間
で
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
事
前
課
題
や
質

問
を
設
定
し
、
学
生
の
や
る
気
と
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
判
断
し
ま
す
。

　

募
集
の
方
法
に
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
大
学
と
連
携
し
て
募
集

・
自
社
が
中
心
に
な
っ
て
募
集

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
関
を
活
用

②　

選
考

　

書
類
選
考
で
は
、
応
募
動
機
・
条

件
・
ス
キ
ル
の
三
点
を
留
意
し
て
読

み
込
み
、
短
所
を
探
す
よ
り
、
そ
の

学
生
の
長
所
は
ど
こ
か
と
い
う
視
点

で
書
類
を
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

面
接
選
考
に
お
い
て
は
、
自
社
に

関
心
を
持
っ
て
く
れ
る
貴
重
な
人
材

を
、単
純
に
「
選
ぶ
」
の
で
は
な
く
、

学
生
の
可
能
性
を
引
き
出
し
、
ど
の

よ
う
な
良
さ
を
持
つ
人
物
か
を
し
っ

か
り
聞
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

㈢　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　

採
用
決
定
後
に
行
う
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
で
は
、
取
組
み
（
目
標
、

目
標
達
成
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
、
成

長
の
仕
掛
け
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）
の

共
有
と
、
手
続
き
事
項
（
社
内
ル
ー

インターン
シップの
導入・活用
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ル
の
共
有
、
P
C
の
設
定
な
ど
）
の

確
認
お
よ
び
必
要
書
類
（
誓
約
書
、

秘
密
保
持
契
約
書
な
ど
）
の
作
成
を

行
い
ま
す
。

㈣　

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施

①　

開
始
後
の
フ
ォ
ロ
ー

　

学
生
は
、
様
々
な
困
難
、
壁
に
直

面
し
、
歩
み
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と

が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
適
切
な
フ
ォ

ロ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
状
況
を
修
正
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

学
生
が
陥
り
や
す
い
状
況
の
例
と

し
て
は
次
の
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

a　

壁
に
ぶ
つ
か
る

　

成
果
が
上
が
ら
な
い
こ
と
や
、
周

り
の
社
員
が
凄
く
見
え
て
尻
込
み
す

る
、
自
分
が
何
を
し
た
ら
い
い
の
か

分
か
ら
な
い
、
と
い
っ
た
原
因
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
社
内
で
成
功
し
て
い

る
人
を
観
察
さ
せ
る
こ
と
や
、
成
果

に
つ
い
て
再
検
討
す
る
等
の
対
策
を

講
じ
ま
す
。

b　

目
的
、
目
標
を
見
失
う

　

目
の
前
の
業
務
に
追
わ
れ
て
本
来

の
目
的
を
見
失
っ
て
し
ま
う
、
自
身

の
役
割
を
認
識
し
て
い
な
い
と
い
っ

た
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
状
を

指
摘
し
て
気
付
か
せ
る
こ
と
や
、
目

的
・
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
他
の

具
体
的
な
手
段
は
な
い
か
を
考
え
さ

せ
る
等
の
対
策
を
講
じ
ま
す
。

c　

現
状
に
満
足
し
て
し
ま
う

　

ち
ょ
っ
と
し
た
成
果
で
、
で
き
た

気
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
成
果
を
上
げ
て
い
る
学
生
の

事
例
を
伝
え
、
達
成
レ
ベ
ル
の
違
い

を
認
識
さ
せ
る
こ
と
も
さ
ら
な
る
成

長
を
促
す
方
法
の
一
つ
で
す
。

　
「
こ
れ
以
上
は
無
理
」
と
思
い
込

ん
で
い
る
場
合
は
、
企
業
側
の
期
待

感
を
客
観
的
に
示
し
、
そ
れ
に
挑
戦

す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
成
長
が
あ

る
か
を
説
明
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

d　

主
体
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

　

自
信
を
喪
失
し
、
主
体
性
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
主
体
性
を
取
り
戻
さ
せ
る
前

に
成
果
を
出
さ
せ
て
自
信
を
取
り
戻

さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

e　

不
完
全
燃
焼

　

学
生
の
や
る
気
は
あ
る
も
の
の
、

企
業
側
の
仕
事
の
任
せ
方
等
に
問
題

が
あ
る
こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
し
て

考
え
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ン
の
業

務
範
囲
を
再
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

②　

日
報
と
月
報
の
活
用

　

日
々
の
気
づ
き
や
学
び
を
言
語
化

さ
せ
る
こ
と
で
、
業
務
へ
の
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
の
が
日
報
・
月
報
の

目
的
で
す
。
企
業
と
し
て
は
、
学
生

が
何
を
し
て
い
る
か
を
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
し
、
様
々
な
シ
グ
ナ
ル
を
キ
ャ
ッ

チ
す
る
た
め
に
活
用
し
ま
す
。

㈤　

修
了
面
談
と
次
の
行
動
へ

　

イ
ン
タ
ー
ン
修
了
時
に
は
、
社
内

で
「
修
了
報
告
会
」
と
「
修
了
面
談
」

を
実
施
し
ま
す
。

　

修
了
報
告
会
は
社
内
の
ほ
か
、
で

き
れ
ば
外
部
の
方
（
顧
客
等
）
に
も

話
を
聞
く
場
を
用
意
す
る
と
多
く
の

視
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
学
生
・
会

社
と
も
に
実
り
あ
る
も
の
に
な
り
ま

す
。
修
了
面
談
で
は
、
会
社
に
と
っ

て
、
イ
ン
タ
ー
ン
生
の
存
在
で
何
が

変
化
し
た
の
か
を
伝
え
ま
す
。
ま

た
、
学
生
が
イ
ン
タ
ー
ン
前
後
で
ど

の
よ
う
な
変
化
、
成
長
を
し
た
の

か
、
ど
こ
が
足
り
な
か
っ
た
の
か
を

伝
え
て
い
く
と
よ
い
で
す
。

三
　
留
意
点

㈠　

労
働
関
係
法
規
の
適
用

　

学
生
が
「
労
働
者
」（
参
考
参
照
）

に
該
当
す
る
場
合
は
、
労
働
関
係
法

規
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
賃
金
な
ど
の

労
働
条
件
に
つ
い
て
、
労
働
基
準
法

や
最
低
賃
金
法
等
が
適
用
さ
れ
る
と

と
も
に
、
実
習
中
の
事
故
に
関
し
て

は
労
災
保
険
法
の
適
用
が
あ
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
参
考
）

　

行
政
通
達
上
は
「
一
般
に
、
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
お
い
て
の
実
習

が
、
見
学
や
体
験
的
な
も
の
で
あ
り

使
用
者
か
ら
業
務
に
係
る
指
揮
命
令

を
受
け
て
い
る
と
解
さ
れ
な
い
な
ど

使
用
従
属
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
場

合
に
は
、
労
働
基
準
法
第
九
条
に
規

定
さ
れ
る
労
働
者
に
該
当
し
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
直
接
生
産
活
動
に
従

事
す
る
な
ど
当
該
作
業
に
よ
る
利

益
・
効
果
が
当
該
事
業
場
に
帰
属

し
、
か
つ
、
事
業
場
と
学
生
の
間
に

使
用
従
属
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
当
該
学
生
は
労
働
者
に
該
当

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
（
旧
労
働
省　

平
成
九
年

九
月
十
八
日
基
発
第
六
三
六
号
）。

㈡　

事
故
・
怪
我
へ
の
備
え

　

事
故
や
怪
我
の
場
合
に
イ
ン
タ
ー

ン
生
や
自
社
へ
の
負
担
を
で
き
る
限

り
軽
減
す
る
た
め
、
保
険
に
加
入
す

る
な
ど
し
て
リ
ス
ク
に
対
す
る
備
え

を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

㈢　

企
業
の
損
害
へ
の
備
え

　

機
器
・
ソ
フ
ト
の
損
壊
、
機
密
漏

洩
、
第
三
者
の
財
物
の
損
壊
等
、
学

生
に
よ
る
企
業
に
対
す
る
損
害
発
生

の
リ
ス
ク
も
備
え
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
（
任
意
保
険
の
加
入
等
）。
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　今年3月1日以降に雇入れ・離職をした
外国人について外国人雇用状況の届出注を
するときは、「在留カード番号」を記載す
ることとされました。
　従来から「在留資格」や「在留期間」など
を届け出ていましたが、より一層適切な雇
用管理、在留管理を図るために記載事項の
追加が行われました。
注　労働施策総合推進法に基づき、外国人
を雇用する事業主は、外国人労働者の雇
入れと離職の際に、その氏名、在留資格
などについて、ハローワークへ届け出る
ことが義務づけられています。

　なお、在留資格が「外交」、「公用」の方
や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対
象外となります。
１　在留カード番号
　在留カードの右上に記載されている12

桁（英字2桁ー数字8桁ー英字2桁）の番号
を後述する様式に記載します。
２　届出方法
　外国人雇用状況届出における届出方法
は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の
場合で異なります。
①　雇用保険被保険者となる場合
　雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失
届に、在留カード番号の記載欄が設けられ
ます（届出期限や届出窓口は、資格取得届・
喪失届と同じ）。ただし、改正による新た
な様式が備え付けられるまでは、別様式に
記載して届出をします。インターネットを
通じた電子申請（e-Gov）も可能です。
②　雇用保険被保険者以外の場合
　1週間の所定労働時間が20時間より少
ない等、雇用保険の被保険者となる要件を
満たさない場合は、「外国人雇用状況届出
書」を、勤務する施設の所在地を管轄する
ハローワークに届け出ます。
　雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日ま
でが届出期限とされています。

改正された 
外国人雇用状況の届出

　被保険者が同時に2ヵ所以上の適用事業
所に使用されることにより、管轄する年金
事務所または保険者が複数となる場合は、
被保険者が「健康保険・厚生年金保険　所
属選択・二以上事業所勤務届」の届出を行
い、年金事務所または保険者のいずれかを
選択します。
　従来は、選択事業所を管轄する年金事務
所が提出先とされていましたが、今年2月
より、選択事業所の所在地を管轄する「事
務センター」に提出することとされました。
　管轄する事務センターの送付先（郵便番
号のみを記載することで事務センターに届
きます）は、日本年金機構のホームページ
をご参照ください。
　なお、複数の事業所で勤務している場合
であっても、被保険者の資格取得の要件を
満たす事業所が1ヵ所の場合は、この届出
をする必要はありません。

二以上事業所勤務被保険者の
届出先変更（社会保険）　
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